
議案第１号 

 

   令和７年４月27日執行真岡市長選挙に係る選挙無効請求事件の判決に伴

う処理方針について 

 

 令和７年４月27日執行真岡市長選挙に係る選挙無効請求事件の判決に伴う処理方

針を、次のとおり定めるものとする。 

 

  令和７(2025)年11月19日提出 

 

               栃木県選挙管理委員会委員長 金 田 尊 男  
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令和７年４月 27 日執行真岡市長選挙に係る選挙無効請求事件の判決に伴う

処理方針 

 

１ 事件（第１審）の内容 

 (1) 係属裁判所 東京高等裁判所 

 (2) 事 件 番 号 令和７年（行ケ）第 12 号 

 (3) 事 件 名 選挙無効請求事件 

 (4) 当 事 者 原告  佐々木 重信 

         被告 栃木県選挙管理委員会 

 (5) 訴えの要旨 

   被告は、令和７年４月 27 日に執行された真岡市長選挙における選挙の効力に関する審

査の申立てについて、真岡市選挙管理委員会へのファクシミリによる申出は認められな

いとの裁決書を交付したが、一般的常識においてファクシミリは文書の１つと判断され

ているところであるので、ファクシミリの申出が認められないことは不当である。 

   法的に正しい見解を示していただき、真岡市長選挙が公平な正しい選挙であったか真

摯に調べていただくことを請求する。 

 (6) 判 決 内 容（令和７年 10月 23 日判決） 

  １ 本件訴えを却下する。（選挙管理委員会の勝訴判決） 

  ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

２ 処理方針 

 (1) 応訴する。 

 (2) 訴訟の進行状況は、随時、委員会に報告する。 

 

３ 代理人の指定 

  本事件について引き続き当委員会を代理する者を次のとおり指定する。 

 (1) 訴訟代理人 平野 浩視 

 (2) 指定代理人 選挙係長  吉澤 滋、主任 大塚 博人、書記 店網 有哉 

 

４ 経過 

令和７年 

４月 27 日 真岡市長選挙 
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   ５月 12 日 【異議の申出期限】 

佐々木氏が真岡市選管に対し、異議の申出の旨ファクシミリにて送信 

   ５月 15 日 佐々木氏から異議の申出の文書が真岡市選管に到達 

   ５月 26 日 真岡市選管はファクシミリによる異議の申出は不適法であるとして異議 

の申出を却下する決定 

   ６月 ５日 佐々木氏が県選管に審査申立て 

   ７月 16 日 県選管は市選管の決定を支持し審査の申立てを却下する裁決 

   ７月 31 日 佐々木氏が東京高裁に提訴 

   ９月 18 日 第１回口頭弁論・結審 

10 月 23 日 判決 

11 月７日  上告 
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議案第２号 

 

   参議院栃木県選出議員選挙に係る選挙無効請求事件の判決に伴う処理方

針について 

 

 令和７年７月20日執行参議院栃木県選出議員選挙に係る選挙無効請求事件の判決

に伴う処理方針を、次のとおり定めるものとする。 

 

  令和７(2025)年11月19日提出 

 

               栃木県選挙管理委員会委員長 金 田 尊 男  
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参議院栃木県選出議員選挙に係る選挙無効請求事件の判決に伴う処理方針 

 

１ 事件（第１審）の内容 

 (1) 訴訟提起日 令和７年７月 22 日 

 (2) 係属裁判所 東京高等裁判所 

 (3) 事 件 番 号 令和７年（行ケ）第９号 

 (4) 事 件 名 選挙無効請求事件 

 (5) 当 事 者 原告  園田 秀樹 

         被告 栃木県選挙管理委員会 

 (6) 訴えの要旨 

   令和７年７月 20 日に執行された参議院選挙区選出議員選挙は、都道府県を選挙区

の単位として行われ、選挙区間の一票の較差は最大で３．１０２倍である。原告が選

挙人となっている栃木県選挙区でも、議員一人当たりの有権者数が最少の選挙区と比

較すると較差は２．５７２倍である。 

   よって、本選挙は憲法に基づく人口比例選挙の要求に反しており、栃木県選挙区に

おける選挙は無効である。 

 (7) 判決内容（令和７年 10 月 30 日判決） 

  １ 原告らの請求をいずれも棄却する。（選挙管理委員会の勝訴判決） 

  ２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

２ 処理方針 

 (1) 原告が上告した場合には応訴する。 

 (2) 第１審に引き続き、法務大臣（東京法務局）に対して訴訟の遂行を求める。 

 (3) 準備書面（答弁書を含む。）は、東京法務局に原案の作成を求めることとし、必要

に応じて修正の上、成案とする。 

 (4) 訴訟の進行状況は、随時、委員会に報告する。 

 

３ 代理人の指定 

  本事件について引き続き当委員会を代理する者を次のとおり指定する。 

  指定代理人 選挙係長  吉澤 滋、書記 店網 有哉 

 

４ 経過 

  令和７年 

７月 20 日 参議院栃木県選出議員選挙投票日 

   ７月 22 日 原告が東京高等裁判所に提訴、受理 

   ８月 ４日 東京高裁から送達された訴状を本委員会において受領 
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   ８月 ５日 県選挙管理委員会において処理方針を決定 

   ８月 ６日 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

（以下「権限法」という。）第６条の２第１項の規定による法務大臣へ

の報告 

     〃   権限法第７条第１項の規定による法務大臣への訴訟遂行依頼 

      〃   権限法第７条第２項の規定による総務大臣への通知 

８月 19 日 選挙の効力に関する訴訟提起期限 

（公職選挙法第 204 条 選挙の日から 30 日以内） 

９月 ８日 法務省（東京法務局）から東京高裁に答弁書を提出 

10 月 ８日 第１回口頭弁論・結審 

10 月 30 日 判決言渡（選管勝訴） 
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議案第３号 

 

   栃木県選挙等執行規程の一部改正について 

 

 栃木県選挙等執行規程（昭和 25 年栃木県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次

のように改正するものとする。 

 

  令和７(2025)年 11 月 19 日提出 

 

                  栃木県選挙管理委員会委員長 金 田 尊 男 
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栃木県選挙等執行規程の一部改正について 
 
 

令和７(2025)年11月 
 
 

１ 改正の趣旨 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）及び公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）

の一部改正に伴い、所要の改正をするものである。 

 

２ 改正の概要 

(1) 公職選挙法第143条第１項第４号の３の個人演説会告知用ポスターに係る記載を削除

する。 

(2) 別記第 15 号様式の７から別記第 15 号様式の９における公費負担に係る限度額につい

て改正する。 

 

３ 施行期日 

令和８年１月１日 
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○栃木県選挙等執行規程の一部改正 

 

栃木県選挙管理委員会告示第 号 

 栃木県選挙等執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和７年 月 日 

                      栃木県選挙管理委員会委員長  金  田  尊  男   

栃木県選挙等執行規程の一部を改正する告示 

栃木県選挙等執行規程（昭和25年栃木県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 別記第15号様式の７備考第４項中「７円73銭」を「８円38銭」に、「386,500円」を「419,000円」に、「５

円18銭」を「５円62銭」に改める。 

 別記第15号様式の８備考第４項中「541円31銭」を「586円88銭」に、「586,905円」を「609,690円」に、

「28円35銭」を「30円73銭」に改める。 

 別記第15号様式の９（その２）（別紙）中「７円73銭」を「８円38銭」に、「386,500円」を「419,000円」

に、「５円18銭」を「５円62銭」に改め、同様式（その３）（別紙）中「541円31銭」を「586円88銭」に、

「586,905円」を「609,690円」に、「28円35銭」を「30円73銭」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  

改   正   後 改   正   前 

第９条の４ 法第144条の２第１項の規定によるポ

スターの掲示場には、選挙の期日の公示又は告示

の日から選挙の期日まで法第143条第１項第５号 

の      のポスター    １枚を、栃木

県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号。以下

「ポスター掲示場条例」という。）第１条第１項

の規定によるポスターの掲示場には、選挙の期日

の告示の日から選挙の期日まで法第143条第１項

第５号のポスター１枚を掲示することができる。 

第９条の４ 法第144条の２第１項の規定によるポ

スターの掲示場には、選挙の期日の公示又は告示

の日から選挙の期日まで法第143条第１項第４号

の３及び第５号のポスターそれぞれ１枚を、栃木

県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例（昭和57年栃木県条例第26号。以下

「ポスター掲示場条例」という。）第１条第１項

の規定によるポスターの掲示場には、選挙の期日

の告示の日から選挙の期日まで法第143条第１項

第５号のポスター１枚を掲示することができる。 
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令和７(2025)年度明るい選挙啓発ポスターコンクールについて 

 

１ 概要 

  公益財団法人明るい選挙推進協会、都道府県選管連合会主催で毎年開催されて

いる、小学校・中学校・高等学校の児童生徒を対象とした、明るい選挙を呼びか

けることを内容とするポスターのコンクール 

 

２ 審査 

  各学校からの作品を市町選管で第１次審査を、県選管で第２次審査を、公益財

団法人明るい選挙推進協会、都道府県選挙管理委員会連合会等による第３次審査

を実施 

 

３ 第１次審査（市町審査）状況（９月中旬実施） 

種  別 小 学 校 中 学 校 高等学校 計 （参考） 

前年度計 

応募学校数   （校）  165 72 ４ 241 247 

応募者数    （人） 1,559 614 19 2,192 1,978 

第２次審査提出数（点） 318 142 ３ 463 444 

 

４ 第２次審査（県審査）状況 

(1) 審査日 令和７(2025)年 10 月１日（水） 

(2) 審査員  

  ・県教育委員会事務局義務教育課    柴      栄 指導主事 

  ・県選挙管理委員会          松 永  安優美 委    員 

                     山 口  弘 美 書 記 長 

(3) 審査結果（審査対象 463 点） 

  ・優秀賞  17 点（小学校 10 点、中学校６点、高校１点） 

  ・入 選  41 点 

  ・佳 作   80 点 

※優秀賞 17 点を第３次審査へ提出 

 

５ 県審査優秀賞作品について 

(1) 表彰式  

・日時 令和７(2025)年 11 月 26 日（水） 

・会場 栃木県庁昭和館正庁 

(2) 展示会 

・期間 令和７(2025)年 11 月 28 日（金）から同年 12 月５日（金）まで 

・会場 県庁本館 15 階展望ロビー展示ギャラリー 

※作品展示の他、県選管ホームページに掲載 
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市町選挙の結果について 

 

○ 長の選挙 

 

市町名 選挙事由 選挙期日 当選人 党派 職業 
投票率 

（前回） 

うち期日前  

（前回）  

那須烏山市 任期満了 10月19日 川俣 純子 無所属  那須烏山市長 
61.58％ 

（57.77％） 

41.90％  

(29.72％) 

那珂川町 任期満了 10月19日 益子 純恵 無所属 
前那珂川 

町議会議員 

67.18％ 

（72.62％） 

41.13％  

（18.99％） 

市貝町 任期満了 11月９日 軽部 修○ 無所属 無職 
55.41％ 

（68.72％） 

  29.60％ 

（15.90％） 

 

※1 那須烏山市長選挙における前回の投票率及び期日前投票率は、前回（令和３年10月24日執行）

が無投票であったため、前々回（平成29年10月22日執行）の数値を記載 

※2 那珂川町長選挙における前回の投票率及び期日前投票率は、過去２回（令和３年10月24日及

び平成29年10月29日執行）が無投票であったため、平成25年10月27日執行の数値を記載 

※3 市貝町長選挙における前回の投票率及び期日前投票率は、過去２回（令和３年11月７日及び

平成29年11月12日執行）が無投票であったため、平成25年11月10日執行の数値を記載 

 

○ 議員の選挙 

 

市町名 選挙事由 選挙期日 
選挙すべき 

者の数 
候補者数 

投票率 

（前回） 

うち期日前 

（前回） 

市貝町 補欠選挙 11月９日 １ １ 無投票 － 
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